
鳥取県県土整備部土木工事監督基準 新旧対照表 

改  正  後 改  正  前 

鳥取県県土整備部土木工事監督基準 

 

（目的）（略） 

 

（監督員の心構え） 

第２条 監督員は次の各号に掲げる心構えを持って監督業務に望むものとする。 

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）現場を見る目を養う（複数体制で現場を見る） 

   出来る限り複数体制で現場を確認するよう心掛けること。特に、総括監督員又は主任監督員は、一般監督員又は準監督員と２人以上で現場へ出かけ

るよう努めること。 

 

（定義）  

第３条 この基準における用語の定義は、土木工事共通仕様書１－１－１－２「用語の定義」の定めによるほか、各号に定めるところによる。 

（１）（略） 

（２） 監督助手 監督員を補助する者をいい、土木工事共通仕様書特記事項1-1-1-6に定める立会及び提出書類等の確認、修正等を行う。 

（３） 監督員等 監督員（総括監督員、主任監督員、一般監督員、準監督員）及び監督助手をいう。 

（４）（略） 

（５）（略） 

 

（監督業務の分類） 

第４条 監督業務は、総括監督業務、主任監督業務、一般監督業務及び準監督業務に分類するものとし、これらの主な業務の内容は、それぞれ次の各号に

掲げるとおりとする。 

（１） 総括監督業務 

ア 受注者に対する指示、承諾または協議及び関連工事の調整のうち重要なものの処理 

イ 設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における契約権者に対する報告等 

 

ウ 主任監督員、一般監督員及び準監督員の指揮監督並びに監督業務の掌理 

（２） 主任監督業務 

ア 受注者に対する指示、承諾または協議（重要なもの及び軽易なものを除く）の処理 

イ 関連工事の調整（重要なものを除く） 

ウ 設計図書の変更（重要なものを除く）、一時中止または打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告 

 

エ 工事実施のための詳細図等（軽易なものを除く）の作成および交付または受注者が作成した図面の承諾 

 

オ 契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査の実施（他のものに実施させ当該実施を確認することを含む）で重要な

ものの処理 

カ 一般監督員及び準監督員の指揮監督並びに主任監督業務、一般監督業務及び準監督業務の掌理 

（３） 一般監督業務 

ア 受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理 

イ 設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合における主任監督員への報告 

ウ 工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付又は受注者が作成した図面のうち軽易なものの承諾 

 

エ 契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料試験の実施（重要なものは除く。） 

オ 一般監督業務の掌理 

（４） 準監督業務 

    一般監督業務を行う。業務内容については、総括監督員の指示による。 

 

 

（監督員等の指定） 

第５条 総括監督員は課長相当職、主任監督員は課長補佐相当職又は係長相当職、一般監督員は課長補佐相当職、係長相当職又は技師、準監督員（必要に

応じて指定する）は会計年度任用職員（監督補助員）又は建設コンサルタント等への監督補助業務委託を基本とする。 

  また、監督助手（必要に応じて指定する）は会計年度任用職員（監督補助員）を基本とする。 

 

 

 

 

鳥取県県土整備部土木工事監督基準 

 

（目的）（略） 

 

（監督員の心構え） 

第２条 監督員は次の各号に掲げる心構えを持って監督業務に望むものとする。 

（１）（略） 

（２）（略） 

（３）現場を見る目を養う（複数体制で現場を見る） 

   出来る限り複数体制で現場を確認するよう心掛けること。特に、総括監督員や主任監督員は、一般監督員と２人で現場へ出かけるよう努め

ること。 

 

（定義）  

第３条 この基準における用語の定義は、土木工事共通仕様書１－１－１－２「用語の定義」の定めによるほか、各号に定めるところによる。 

（１）（略） 

（新規追加） 

（２） 監督員等 監督員及び監督補助員をいう。 

（３）（略） 

（４）（略） 

 

（監督業務の分類） 

第４条 監督業務は、総括監督業務、主任監督業務、一般監督業務及び準監督業務に分類するものとし、これらの業務の内容は、それぞれ次の各

号に掲げるとおりとする。 

（１） 総括監督業務 

ア 工事請負契約書に基づき契約権者の権限とされる事項のうち契約権者が必要と認めて委任したものの処理 

イ 工事の内容の変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の契

約権者に対する報告 

ウ 主任監督業務、一般監督業務及び準監督業務を担当する監督職員の指揮監督並びに監督業務の掌理 

（２） 主任監督業務 

ア 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議で総括監督員が重要と認めるものの処理 

イ 関連する２以上の工事の監督を行う場合における工事の工程等の調整で総括監督員が重要と認めるものの処理 

ウ 工事の内容の変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要を認める事項の総

括監督業務を担当する監督職員に対する報告 

エ 契約図書に基づく工事の実施のための詳細図書等で総括監督員が重要と認めるものの作成及び交付又は契約の相手方が作成したこれら

の図書で総括監督員が重要と認めるものの承諾 

オ 契約図書に基づく工程の管理、立会、工事の実施状況の検査及び工事材料の試験又は検査の実施（他の者に実施させ、当該実施を確認

することを含む。以下同じ。）で重要なものの処理 

カ 一般監督業務及び準監督業務を担当する監督職員の指揮監督並びに主任監督業務、一般監督業務及び準監督業務の掌理 

（３） 一般監督業務 

ア 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議の処理 

イ 関連する２以上の工事の監督を行う場合における工事の工程等の調整の処理 

ウ 工事の内容の変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の主

任監督業務を担当する監督職員に対する報告 

エ 契約図書に基づく工事の実施のための詳細図書等の作成及び交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書の承諾 

オ 契約図書に基づく工程の管理、立会、工事の実施状況の検査及び工事材料の試験又は検査の実施 

（４） 準監督業務 

    一般監督業務を行う。実際に実施する業務内容については、総括監督員の指示による。 

 

 

（監督員の指定） 

第５条 総括監督員は当該工事を担当する課長又は参事若しくは課長相当職又は課長補佐、主任監督員は工事を担当する課長補佐又は係長、一般

監督員は係長又は技師を基本とする。 

  また、準監督員は必要に応じて指定することとし、建設コンサルタント等への監督補助業務委託、若しくは非常勤職員（監督補助員）とする。 

 

 

 

 



改  正  後 改  正  前 

 

（監督の実施） 

第６条 監督員等は、以下の表の各項目について技術的に十分検討の上監督を実施するものとする。 

なお、関連図書及び条項の欄の「契」は、契約書を示し、「共」は、土木工事共通仕様書を示す。 

項 目 内  容 
関連図書 

及び条項 

１．契約の履行の確保 （略）  

２．施工状況の確認等 

(1)～(9) 

（略）  

 

(1)事前調査等 （略）  

(2)指定材料の確認 （略）  

(3)工事施工の立会 （略）  

(4)工事施工状況の段階確認  設計図書に示された施工段階において別表１に基づき臨場等により

確認する。 

 

 

 

(5)施工体制の確認 （略）  

(6)自社施工の現地確認 （略）  

(7)工事施工状況の把握  監督員等は、主要な工種について別表２に基づき適宜臨場、書面等に

より施工状況を把握し、別紙３の様式を参考に、施工状況把握（現場

確認）及び施工状況把握（書類確認）に記録のうえ、総括監督員にそ

の都度報告し、完成時に提出する。 

 なお、工事成績評定要領第２条において工事成績の評定の対象外とな

る工事については、施工状況把握（書類確認）の記録、総括監督員へ

の報告及び提出は不要とする。 

２ 別表２のうち、施工状況把握（現場確認）における現場点検は、準

監督員若しくは一般監督員及び主任監督員若しくは総括監督員を加

えた２名で立会することが望ましい。 

３ 監督員は、工事着手までに施工状況把握（現場確認）の実施項目と、

受注者は監督員に立会依頼を行うことを受注者に指示する。なお、工

事内容の変更に伴い、実施項目を変更する場合には、別途受注者に指

示する。 

 また監督員は、受注者が施工状況把握（書類確認）の実施状況を確認

できるよう、施工状況把握（書類確認）を受注者と共有する。 

 

 

(8)改造請求及び破壊による

確認 

（略）  

(9)支給材料及び貸与品の確

認、引渡 

（略）  

３．円滑な施工の確保 （略）  

４．監督員のその他の業務

(1)～(8) 

（略）  

 

附 則 

この基準は、平成２２年３月１９日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この基準は、平成２４年２月１日から施行する。 

   附 則 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この基準は、令和５年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この基準は、令和８年２月１３日から施行する。 

 

（別表１）段階確認一覧 （略） 

 

 

 

（監督の実施） 

第６条 監督員等は、以下の表の各項目について技術的に十分検討の上監督を実施するものとする。 

なお、関連図書及び条項の欄の「契」は、契約書を示し、「共」は、土木工事共通仕様書を示す。 

項 目 内  容 
関連図書 

及び条項 

１．契約の履行の確保 （略）  

２．施工状況の確認等 

(1)～(9) 

（略）  

 

(1)事前調査等 （略）  

(2)指定材料の確認 （略）  

(3)工事施工の立会 （略）  

(4)工事施工状況の段階確認  設計図書に示された施工段階において別表１に基づき臨場等により

確認する。 

２ 段階確認の１０％程度は主任又は総括監督員が臨場等により確認

する。 

 

 

(5)施行体制の確認 （略）  

(6)自社施工の現地確認 （略）  

(7)工事施工状況の把握  一般監督員又は主任監督員は、主要な工種について別表２に基づき適

宜臨場等により施工状況を把握し、別紙３に記録のうえ、総括監督員

にその都度報告し、完成時に提出する。 

 

 

 

 

２ 別表２のうち現場点検は、一般監督員に、主任監督員又は総括監督

員を加えた２名で立会する。 

 

３ 監督員は、工事着手までに施工状況把握の実施項目と、受注者は監

督員に立会依頼を行うことを受注者に指示する。なお、工事内容の変

更に伴い、実施項目を変更する場合には、別途受注者に指示する。 

 

 

 

 

 

(8)改造請求及び破壊による

確認 

（略）  

(9)支給材料及び貸与品の確

認、引渡 

（略）  

３．円滑な施工の確保 （略）  

４．監督員のその他の業務

(1)～(8) 

（略）  

 

附 則 

この基準は、平成２２年３月１９日から施行する。 

   附 則 

この基準は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この基準は、平成２４年２月１日から施行する。 

   附 則 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この基準は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

 

 

（別表１）段階確認一覧 （略） 

 

 



改  正  後 改  正  前 

 

（別表２）施工状況把握一覧 

 

別表２                  施工状況把握一覧（現場確認） 

１／３ 

No 種 別 細 別 把握時期 把握項目 把握の頻度 

１～10 （略） （略） （略） （略） （略） 

 

２／３ 

No 種 別 細 別 把握時期 把握項目 把握の頻度 

11～23 （略） （略） （略） （略） （略） 

 

注）（略） 

 

 

施工状況把握一覧（書類確認） 

３／３ 

No 種 別 細 別 把握時期 把握項目 把握の頻度 

１ 施工体制 施工計画書 提出状況 工事着手前の提出 着手後１回 

計画と現場の一致 計画書に即した施工等 施工中１回以上 

記載内容 現場条件を反映した必要事項の記載 施工中１回以上 

工事完成時１回 

施工体制台帳等 必要書類の作成 施工体制台帳 

施工体系図 

下請契約 

施工中１回以上 

現場代理人 工事の把握 現場管理の状況 施工中１回以上 

設計照査 設計照査の状況 施工中１回以上 

協議等の的確な実施 協議等の実施状況 施工中１回以上 

主任(監理)技術者 基準類の理解 技術的基準類による施工管理 施工中１回以上 

施工条件への対応 施工条件への対応状況 施工中１回以上 

工事完成時１回 

下請の把握 下請の把握・指導状況 施工中１回以上 

２ 施工状況 施工管理 工事材料 工事材料の管理 施工中１回以上 

県内産資材 県内産資材の使用 施工中１回以上 

建設副産物 建設副産物の管理 施工中１回以上 

工事完成時１回 

工程管理 工程管理 工程の管理状況 工事完成時１回 

工程調整 工程の調整状況 工事完成時１回 

安全施設 施設管理 保安施設の管理状況 施工中１回以上 

占用物件 占用物件の管理状況 施工中１回以上 

対外関係 関係官公庁との調整 関係官公庁との調整状況 工事完成時１回 

地元調整 地元との調整状況 工事完成時１回 

第三者の苦情 第三との調整状況 工事完成時１回 

３ 工事完成 完成図書 資料確認 工事完成図書の確認 工事完成時１回 

 

（別紙１）重点監督工事 （略） 

（別紙２）重要構造物の種類 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表２）施工状況把握一覧 

 

別表２                  施工状況把握一覧 

１／２ 

No 種 別 細 別 把握時期 把握項目 把握の頻度 

１～10 （略） （略） （略） （略） （略） 

 

２／２ 

No 種 別 細 別 把握時期 把握項目 把握の頻度 

11～23 （略）  （略） （略） （略） 

 

注）（略） 

 

 

 （新規追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙１）重点監督工事 （略） 

（別紙２）重要構造物の種類 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改  正  後 改  正  前 

 

 

 

（参考） 

監督体制一覧表 

業 務 内 容 

監   督   員 

総括監督員 主任監督員 
一般監督員 

準監督員 

（削 除） （削 除） （削 除） （削 除） 

受注者に対する指示、承諾または協議の処理 
○ 

重要なもの 
○ 

○ 

軽易なもの 

関連工事の調整 
○ 

重要なもの 
○  

設計図書の変更、一時中止または打切りの必要があると認める場合におけ

る報告等 

○ 

契約権者に対する報

告 

○ 

総括監督員に対する

報告 

○ 

主任監督員に対する

報告 

工事実施のための詳細図等の作成および交付または受注者が作成した図面

の承諾 
― ○ 

○ 

軽易なもの 

契約図書に基づく工程の管理、立会、段階確認、工事材料の試験又は検査

の実施 
― 

○ 

重要なもの 
○ 

監督の指揮・監督 

○ 

主任及び一般監督員

の指揮監督 

○ 

一般監督員の指揮監

督 

― 

監督業務の掌理 
○ 

総括監督業務 

○ 

主任監督業務 

○ 

一般、準監督業務 
注）重要なもの及び軽易なものの判断は、総括監督員が行う。 

契約権者とは、所長を示す。 

監督助手は契約書第９条に定める正式な監督員ではない。 

 

 

（別紙３）施工状況把握チェックシート 

(参考様式)

別紙３

総括監督員　：　　　　　　　　　　　　　　　　　 ○○事務所

工　  事 　　名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主任監督員　：　　　　　　　　　　　　　　　　　

工　　　　　　期　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般監督員　：　　　　　　　　　　　　　　　　　

受　注　者　名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 準監督員　：　　　　　　　　　　　　　　　　　

　一般・重点　　：　　　　●●　監督工事　 ※チェック欄が不足する場合には、用紙を適宜追加すること。

種別・細別 確認時期 確認頻度 【確認項目】チェック項目・留意事項 備　考

一般(主任)監督員

（日付・チェック）

確認箇所
コメント

総括監督員

（日付・チェック）

施工状況把握(現場確認)チェックシート

チェック内容

１．工事測量 着工前、
及び着工後に

設置したものは
その都度

１回/１工事 【工事用測量標、工事用引照点、測量標、用地境界、中心線等】

工事用測量標や工事用引照点等に誤りはないか、着工前測量
結果や測量資料をもとに測定又は確認する。
（１）必須測定項目（必ず測定又は確認）
・工事用測量標（仮基準点、仮ＢＭ）

/　　　　　□ /　　　　　□

/　　　　　□ /　　　　　□  

 

 

 

（参考） 

監督体制一覧表 

業 務 内 容 

監   督   員 

総括監督員 主任監督員 
一般監督員 

準監督員 

工事請負契約書に基づく契約権者の権限とされる事項のうち契約権者が

必要と認めて委任したものの処理 
○ ― ― 

契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議 ― 
○ 

重要なもの 
○ 

関連する２以上の工事の監督を行う場合における工事の工程等の調整 ― 
○ 

重要なもの 
○ 

工事の内容の変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認めた場合に

おける当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の契約権者に

対する報告 

○ 

契約権者に対する

報告 

○ 

総括監督員に対す

る報告 

○ 

主任監督員に対する

報告 

契約関係図書に基づく工事の実施のための詳細図書等の作成及び交付又

は契約の相手方が作成したこれらの図書の承諾 
― 

○ 

重要なもの 
○ 

契約図書に基づく工程の管理、立会、工事の実施状況の検査及び工事材

料の試験又は検査の実施 
― 

○ 

重要なもの 
○ 

監督の指揮・監督 

○ 

主任及び一般監督

員の指揮監督 

○ 

一般監督員の指揮

監督 

― 

監督業務の掌理 
○ 

総括監督業務 

○ 

主任監督業務 

○ 

一般、準監督業務 
注）重要なもの及び軽易なものの判断は、総括監督員が行う。 

契約権者とは、所長を示す。 

 

 

 

（別紙３）施工状況把握チェックシート 

 

別紙３

○○事務所

工　  事 　　名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 総括監督員　：　　　　　　　　　　　　　　　　　

工　　　　　　期　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主任監督員　：　　　　　　　　　　　　　　　　　

受　注　者　名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般監督員　：　　　　　　　　　　　　　　　　　

　一般・重点　　：　　　　●●　監督工事　 ※チェック欄が不足する場合には、用紙を適宜追加すること。

種別・細別 確認時期 確認頻度 【確認項目】チェック項目・留意事項 備　考

一般(主任)監督員

（日付・チェック）

確認箇所
コメント

総括監督員

（日付・チェック）
/　　　　　□ /　　　　　□

施工状況把握チェックシート

チェック内容

１．工事測量～
２２．自社施工対象工事

（略） （略） （略） /　　　　　□ /　　　　　□

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改  正  後 改  正  前 

別紙３
総括監督員　：

工 事  名　： 主任監督員　：

工　    期　： 一般監督員　：

受注者名　： 　 準監督員　：

種別 細別 項目 【確認項目】チェック項目・留意事項
コメント

（指摘した確認項目については
理由を記載する）

 
施
工
体
制

 
施
工
計
画
書

・工事着手前又は施工方法が確定した時期に提出されている。又は提出前に準備工事に着
手する際、監督員の承諾を得ている。
・設計図書で工事着手の期日を定めている場合、その期日までに工事着手している。
・同日着工の場合は、監督員に協議している。
※提出日、工事着手日をコメント欄に記載する。

　【着手後１回】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

提出日(　/　)
工事着手日(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄
　 に内容を記載する。
※共通1-1-1-4(P1-6)、共通1-1-1-8(P1-8)、特記1-1-1-4(P12-1)
　【考査項目1-Ⅰ-1)】

・施工計画書に記載された下請けを含めた作業分担等の施工体制に基づく施工手順及び使
用機械等の施工方法と現場が一致している。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・施工計画書に記載された現場組織及び安全管理等と現場の施工体制が一致している。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・施工計画書の現場組織に、監理(主任)技術者、専門技術者、作業主任者、現場に常駐が
義務付けられた技能士が漏れなく記載され、現場の施工体制と一致している。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄
　 に内容を記載する。
※共通1-1-1-4(P1-6)
【考査項目1-Ⅰ-2)】

 
提
出
状
況

(参考様式)　　　　　　　　　　　　　　　　　　施工状況把握(書類確認）チェックシート

チェック内容

 
計
画
と
現
場
の
一
致

○○事務所

 
 

 

 

 

（新規追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改  正  後 改  正  前 

 
施
工
体
制

 
施
工
計
画
書

・施工計画書が設計図書及び現場条件を反映している。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・当初及び変更の施工方法について、具体的な手順等が記載されている。
　 ※一般的な記述(共通仕様書等丸写し)となってないことを確認する。
　 ※施工計画書に計画工程、現場組織、主要資材、施工方法、施工管理計画、安全管理、
　　  現場環境改善等が記載されていることを確認する。
　 　 (全工種について施工方法、施工管理が記載されているか。)

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・出来形の管理項目、頻度が明確になっている。
※出来形の管理項目等が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・品質の検査、試験手法、頻度が明確になっている。
※品質の検査等が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・施工箇所が点在する工事は、施工箇所毎に測定(試験)基準を設定している。
※施工箇所が点在する工事では無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に
　 記載する。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・指示等により追加された工種、重要な変更があった場合、変更に係る当該工種等施工前に
変更施工計画書が提出されている。
  (重要な変更：施工方法、出来形、品質、写真管理項目の追加・変更等)
※提出日、変更に係る工種等の着手日をコメント欄に記載する。
　 ただし、追加工種、重要な変更が無かった場合、日付の記載は不要。
※追加工種、重要な変更が無かった場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に
　 記載する。

　【工事完成時１回】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

変更○回提出日（　/　）
変更に係る着手日（　/　）

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄
　 に内容を記載する。
※共通1-1-1-4(P1-6)、特記1-1-1-4(P12-1)、施工管理基準(P13-3)、
   書類作成Q&A S-1-6～S-1-11
【考査項目2-Ⅰ-1)】

 
記
載
内
容

 

 
施
工
体
制

・施工体制台帳の記載内容が現場の施工内容と一致し、工事現場に備え置かれている。
・施工体系図が工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示されている。
※建設工事下請報告共有データベース及び鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領に
　 おける調査結果で確認する。必要に応じて受注者の資料で確認する。
※下請が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。
　（下請が無い場合、施工体制台帳及び施工体系図の作成は不要）

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・１件500万円以上の下請工事は、建設業許可を有している者が行っている。
・施工体系図に記載された全ての下請工事ついて、鳥取県建設工事における下請契約等適
正化指針に基づく下請契約遵守事項報告書を作成し提出されている。
・下請等(２次以下を除き、交通誘導業務を含む。)において、標準見積書の提出依頼が書面
で行われている。
・下請契約書の写し等の必要書類を添付して提出されている。
※標準見積書とは、法定福利費事業主負担分を内訳明示した見積書のことをいう。
※建設工事下請報告共有データベース及び鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領に
　 おける調査結果で確認する。必要に応じて受注者の資料で確認する。
※下請が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄
　 に内容を記載する。
※業法第20条第1項、業法第24条の8、共通1-1-1-10(P1-8)、特記1-1-1-9(P12-2)、
 　鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針
 　建設工事下請報告共有データベース
 　鳥取県建設工事施工体制調査・指導要領
【考査項目1-Ⅰ-3)】

　
必
要
書
類
の
作
成

　
施
工
体
制
台
帳
等

 

 

 



改  正  後 改  正  前 

 
施
工
体
制

・現場代理人が工事全体を把握している。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・隣接する他工事との調整を行っている。
※隣接する他工事が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・人員管理、工程管理、休日の確保を行っている。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に
　 内容を記載する。
※契約書第10条、業法第19条の2
【考査項目1-Ⅱ-2)】

・契約書第18条第1号～5号に係る設計図書の照査を行っている。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・照査の結果、設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議する等、必要な対応
を行っている。
※設計図書と現場に相違が無かった場合も設計照査を行っていれば日付とチェックを入れ、
　 その 旨をコメント欄に記載する。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・照査の内容に漏れがない。
　
　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に
　 内容を記載する。
※共通1-1-1-3(P1-5)
【考査項目1-Ⅱ-3)】

　
工
事
の
把
握

　
設
計
照
査

　
現
場
代
理
人

 

 
施
工
体
制

　
現
場
代
理
人

・監督員との協議・調整を適時及び的確に書面で行っている。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・段階確認及び施工状況把握（現場確認）について、監督員の立会が適時、的確に行われて
いる。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・工事打合せ等が書面で行われている。
　 ※書面を必要としない「連絡」事項もあるので注意すること。
　 ※協議内容に漏れがないか確認する。
　 ※設計図書に合致しない場合又は設計図書と異なる内容に変更しようとする場合は、
　　　内容の重要度に係わらず書面による協議が必要。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・工事履行報告書が翌月の土日祝日を除く原則５日以内に提出されている。
　 ※５日以内の提出が難しい場合、監督員と協議が必要。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に
　 内容を記載する。
※特記1-1-1-25(P12-5)
【考査項目1-Ⅱ-4)】

　
協
議
等
の
的
確
な
実
施

 

 

 



改  正  後 改  正  前 

 
施
工
体
制

・契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解の上、施工に反映し、問題も少なく施工さ
れている。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・施工計画の質問等に対して回答が的確である。

　【施工中１回以上】 一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・技術的な問題があれば監督員と協議を行っている。
※技術的な問題が無かった場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・過積載、重機操作時の安全を確保している。

　【施工中１回以上】
一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に
　 内容を記載する。
※書類作成Q&A T-10、T-11
【考査項目1-Ⅱ-6)】

　
基
準
類
の
理
解

　
主
任

(

監
理

)

技
術
者

 

 
施
工
体
制

・着手前に施工上の課題となる作業環境(騒音発生、振動発生、粉じん飛散、坑内作業の換
気、酸欠の危険のある現場等、重機作業等に支障が生じる地盤等)の条件を抽出して該当工
種等施工前に施工計画書に記載し、施工計画書に記載された取り組みを適切に行ってい
る。※設計図書の照査で対応すべきものは除く。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・生コンの寒中対策を行っている。
※寒中対策が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。

　【工事完成時１回】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・工事の騒音や振動等に対する苦情が少ない。

　【工事完成時１回】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・工事に手戻りがない。

　【工事完成時１回】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄
　 に内容を記載する。
※共通1-1-1-31(P1-20)
【考査項目1-Ⅱ-7)】

・下請の施工体制及び施工状況を把握し、設計図書等を適正に履行するよう指導している。
※下請が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に
　 内容を記載する。
※契約書第6条、業法第22条、業法第24条の7
【考査項目1-Ⅱ-8)】

　
施
工
条
件
へ
の
対
応

　
下
請
の
把
握

　
主
任

(

監
理

)

技
術
者

 



改  正  後 改  正  前 

　
施
工
状
況

　
施
工
管
理

・工事材料使用前に工事材料使用承諾が提出され、品質証明(保証)書等が適切に保管され
ている。
1 工事材料使用承諾(工事打合せ簿(承諾))
2 使用材料一覧表(様式-1)
3 添付資料
　(1)JIS材料
 　ア 一般材料：使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、納入業者、JISマーク表示
　　　　　　　 　　 認証番号を記載。(製品カタログ等の添付は不要)
 　イ 生コン　　：アに加え、生コン配合計画書を添付。
　(2)非JIS材料(事前承諾を受けている材料)
 　ア 一般材料：使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、納入業者、事前承諾番号を記載。
　　　　　　　　　　(製品カタログ等の添付は不要)
 　イ アスファルト混合物：使用材料一覧表に、材料名、規格、製造会社、所在地、納入業者、事前承諾番号
　　　　　　　　　　　　　　　　 を記載。(製品カタログ等の添付は不要)
　(3) 非JIS材料(事前承諾を受けてないJIS材料)
 　ア 一般材料：製品カタログ等を添付。
 　イ 生コン　　：生コン配合計画書及び基礎資料を添付。
 　ウ アスファルト混合物：アスファルト混合物報告書、配合報告書及び各種試験結果を添付。

※JIS以外のプレキャストコンクリート製品の品質証明として、使用承諾とは別に現地に搬入
   された製品の材料試験（コンクリート、鋼材）資料が必要。（品質管理必須項目）
※使用する材料がない場合は、日付とチェックを入れ、コメント欄にその旨を記載する。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に
　 内容を記載する。
※特記2-1-2(P12-9)、施工管理基準(P13-124)、工事材料使用承諾取扱要領
【考査項目2-Ⅰ-2)】

・県内産資材を使用している。
　 やむを得ない理由により使用していない場合は、監督員と協議等を行っている。
※使用する材料がない場合は、日付とチェックを入れ、コメント欄にその旨を記載する。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に
　 内容を記載する。
※特記2-1-2(P12-9)、工事材料使用承諾取扱要領、県土整備部ﾘｻｲｸﾙ製品使用基準
【考査項目2-Ⅰ-3)】

　
工
事
材
料

　
県
内
産
資
材

 
　
施
工
状
況

　
施
工
管
理

・下記に該当する工事の場合、再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書が作成
され施工計画書に添付し提出されている。
　・再生資源利用促進計画書(搬出する指定副産物)
　　　建設発生土500m3以上
      コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の合計200t以上
　・再生資源利用計画書(搬入する建設資材)
　　　土砂500m3以上、砕石500t以上、加熱アスファルト混合物200t以上

※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・建設発生土500m3以上を搬出する工事において、工事現場における土壌汚染対策法等の
手続き状況、搬出先が盛土規制法、盛土条例の許可等を受けているか確認している。
　また、確認結果を添付した再生資源利用促進計画を工事現場の公衆の見やすい場所に掲
示している。
※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・工事完了後速やかに再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書が提出されてい
る。
※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。

　【工事完成時１回】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・建設リサイクル法の手続きが適切に行われている。工事完了後、再資源化等報告書が提
出されている。
※対象外工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。

　【工事完成時１回】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄
　 に内容を記載する。
※資源有効利用促進法省令、建設リサイクル法第18条、共通1-1-1-19(P1-12)
【考査項目2-Ⅰ-5)】

　
建
設
副
産
物

 
 

 



改  正  後 改  正  前 

　
施
工
状
況

　
工
程
管
理

・工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事・時間外作業の回避等を行い、地
域住民からも特にそれに対する苦情がなかった。
※完全に回避できていなくても、わずかな作業日数であり、それに対する苦情がなければ
 　日付とチェックを入れる。

　【工事完成時１回】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・休日・夜間作業を行った舗装工事で代休等の取得し、また苦情がなかった。
※当該工事が無い場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。

　【工事完成時１回】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄
　 に内容を記載する。
【考査項目2-Ⅱ-4)】

・隣接もしくは関連する他の工事などと円滑に調整を行い工程調整に取り組み、遅れを発生
させることなく工事を完成させた。
※調整した工事内容及び業者名を具体的にコメント欄に記載すること。
※隣接もしくは関連する他の工事等が無い場合は日付とチェックを入れ、その旨をコメント
　 欄に記載する。

　【工事完成時１回】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄
　 に内容を記載する。
【考査項目2-Ⅱ-5)】

　
安
全
対
策

・保安施設が保安施設設置基準及び建設工事公衆災害防止対策要綱等の基準並びに道路
管理者及び警察等の関係者との協議の上で設置され、施設の管理が行われている。
※公衆に係る区域以外での工事で河川、砂防工事等の工事用道路として使用する道路上
　 の看板等しか設置しない場合は、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に
　 内容を記載する。
※保安施設設置基準、建設工事工事公衆災害防止対策要綱3章交通対策
【考査項目2-Ⅲ-8)】

　
工
程
管
理

　
工
程
調
整

　
施
設
管
理

 

　
施
工
状
況

　
安
全
対
策

・地下埋設物及び架空線等に関する事前確認、保安措置について、管理者との立会等を適
切に行っている。また、その対応が適切である。

　【施工中１回以上】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・事前調査結果報告書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。

　【施工中１回以上】
一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・接触・切断等事故防止対策計画書が該当工種着手日の７日前までに提出されている。

　【施工中１回以上】
一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

・防護対策等の状況を日々点検し、作業員等への安全教育指導を徹底している。

　【施工中１回以上】
一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄に
　 内容を記載する。
※土木工事安全施工技術指針第3章地下埋設物・架空線等上空施設一般、建設工事
　 公衆災害防止対策要綱第7章埋設物、共通1-1-1-27(P1-18)、特記(P12-6)
【考査項目2-Ⅲ-9)】

　
占
用
物
件

 



改  正  後 改  正  前 

　
施
工
状
況

　
対
外
関
係

・関係官公庁等と調整を行い、トラブルが無い。
　・警察署(交通規制、道路使用等)
　・労働基準監督署
　　‣ 高さ31mを超える建築物・工作物(橋梁を除く)の建設、改造、解体又は破壊の仕事
　　‣ 最大支間長50m以上の橋梁の建設等の仕事
 　 ‣ 支間長30m以上50m未満の橋梁上部構造の仕事
　　‣ ずい道の仕事
　　‣ 掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削作業を行う仕事
　　‣ 圧気工法による作業を行う仕事
　　‣ 耐火建築物又は、準耐火建築物で、石綿等が吹付けられているものにおける石綿等の除去
　　　作業を行う仕事
  　‣ その他
　・消防署　・海上保安部　・鉄道管理者　・河川管理者(河川使用、河川占用等)
　・道路管理者(道路占用等)　・その他施設管理者(上下水道、電気、ガス、電話、地下埋設物等)

※調整事項及びトラブルの内容をコメント欄に記載すること。
※調整が無い工事の場合、日付とチェックを入れ、その旨をコメント欄に記載する。

　【工事完成時１回】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄
　 に内容を記載する。
※共通1-1-1-36(P1-28)、安衛法第88条、安衛規則第90条
【考査項目2-Ⅳ-1)】

・地元に配慮しながら施工し、地元住民及び近隣住民から苦情が無い。
・地元住民及び近隣住民から苦情があったが、的確に対応している｡
・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。

　【工事完成時１回】 一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄
　 に内容を記載する。
※共通1-1-1-36(P1-28)
【考査項目2-Ⅳ-2)】

　
地
元
調
整

 
関
係
官
公
庁
と
の
調
整

 

　
施
工
状
況

　
対
外
関
係

・第三者からの苦情が無い。
・第三者から苦情があったが、的確に対応し、その状況を監督員に報告している｡
・発注者に依存することなく、苦情に対しては自ら解決に向けて動いている。

　【工事完成時１回】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄
　 に内容を記載する。
※共通1-1-1-31(P1-20)、共通1-1-1-36(P1-28)
【考査項目2-Ⅳ-3)】

・工事完成図が納品されている。
・出来形、品質管理が必要な測定項目について規格値を満足している（写真管理を含む）。
・工事関係書類が全て提出されている。
※「提示」となっている資料の提出は不要。

　【工事完成時１回】

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

一般・主任

(　/　)
☐

総括

(　/　)

［留意事項］
※指摘した場合、最終的に改善されたとしても日付を入れるがチェックは入れずコメント欄
　 に内容を記載する。
※納品、提出物が全て整ってない場合、工事完成通知を受理することはできない。
※共通1-1-1-21(P1-14)、共通3-1-1-5(P3-4)、特記1-1-1-3(P12-1)
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